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橋梁においては図－１に示すよ

うに、職位に応じ、法令に基づく

定期点検を可能とする初級、点

検・診断・補修補強の監督を行う

中級、通行規制も含む道路管理者

としての措置の判断を行う管理職

級の３段階の研修とし、さらに重

篤な損傷につながりかねない疲労、

塩害、アルカリ骨材反応への対応

という特論を設けている。国総研

ではこれらの提案と共に、統一カ

リキュラムやテキストの作成、講師派遣を通じて支

援している。

この内、初級研修については、平成２６年度から

の５年間で5,000人という目標が設定されており、毎

年20回を超える研修に1,000人を超える受講者が参

加している。ここで使用する研修テキスト等につい

ては国総研資料として公開するほか、到達度確認試

験についても、学科問題や実技のポイントを国総研

のWebに掲載することにより、終了後も実務で参考と

して活用できる様にしている。

４．技術的支援

国総研では、現場が直面する課題に対し、技術基

準や実務を知る立場ならではの助言を通じ、支援し

ている。これは、現場で直面している問題の解決と

共に、技術力の移転の機会ともいえる。

道路構造物の大半は、地方公共団体が管理してい

る。これらの構造物の中には、緊急かつ高度な技術

力を要する場合があり、これらに対して国交省では

直轄診断として地方公共団体を支援している。国総

研はこの直轄診断に「道路メンテナンス技術集団」

として参加し、調査内容の提案や調査結果に基づく

健全性の診断、補修補強方法の提案を行っている。

平成26年度から10施設を実施し、その多くは国交省

による修繕代行事業が行われている。

このほか、不具合や災害が発生した際は、要請に

より現地調査や打ち合わせを通じた技術的支援を行

っている。

５．ナレッジの共有

技術的支援を通じて得られた知見については、ナ

レッジとしてまとめている。まとめられたナレッジ

については、橋梁、トンネル、舗装、土工といった

構造物毎の担当者会議を定期的に開催し、共有して

いる。

また、国総研が編集に協力している土木技術資料

において、図－２に示すように「現場に学ぶメンテ

ナンス」というコーナーを設け、紹介している。こ

こでは、単に診断の結果や補修工事の内容を紹介す

るのではなく、技術的なポイントや類似事例に遭遇

した場合の留意事項をとりまとめている。医者がど

のような処方をしたかを紹介しているのではなく、

どのような思考過程をへて検査し処方を決定したの

かを記載しているものである。

平成21年度から始めており、これまで20編を超え

る事例となっている。幅広い方々にご覧頂けるよう、

掲載から１年以上経過した記事は、国総研のWebでも

公開している。

６．おわりに

３年前となるが、NHKの番組において「国総研、日

本国土の専門医、熱き心でインフラ守る」と紹介さ

れた。インフラを守るのは技術ではなく、技術者で

ある。引き続き、現場の技術力向上を支援すると共

に、それらを通じて関係した多くの技術者の方々と

取り組んで参りたい。

図－２ 現場に学ぶメンテナンス
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１．はじめに 

橋やトンネル、土工、舗装等の道路構造物は、道

路機能の提供を通じて、安全・安心で、より生産性

の高い社会を支えている。道路構造物研究部では、

これら道路構造物の適切な維持管理や効率的な更新

を支援するため、技術基準の原案作成とこれに必要

な調査・研究、ならびに、現場で発生している課題

への技術相談・技術移転を行っている。

道路構造物研究部において、平成３０年度は、

様々な災害・事故が発生すると共に、国土強靱化計

画の変更や定期点検要領の改正等、政策面でも大き

く進められた年であった。ここでは、防災・減災・

危機管理、インフラの維持管理、道路資産の効率的

形成という３つの視点から、道路構造物を取り巻く

状況と国総研の活動、将来展望について紹介する。

２．防災・減災・危機管理 

  平成30年度に発生した災害を表－１に示す。これ

は、国土交通省の災害情報のホームページに掲載さ

れたものを、国総研の体制とともにまとめたもので

ある。平成30年を表す漢字として「災」が選ばれた

とおり、多くの災害が発生している。国総研でも非

常体制が10回を越え、記事でも紹介しているように

現地調査や技術支援を行っている。

これらの災害では、沢埋め地の液状化、交通機能

に深刻な影響を及ぼす土砂災害や土工部の変状な

どが生じている。このような自然災害等に対する

リスクマネジメント手法の確立に向けて、新設に

対する技術基準の高度化による防災性の向上、既

存施設に対する潜在的リスクの軽減や減災のため

の事前対策、発災時の体制確保のための被災規模

の把握、道路啓開や応急復旧並びに再度災害防止

等の技術について重点的に取り組むとともに、研

究成果は逐次、実務への反映を目指していく。   

　とくに、液状化に対しては、土木研究所等との

共同研究を通じ、ボックスカルバートや盛土構造

の液状化等のリスク評価手法や、強震観測情報に

基づく施設管理者への情報提供に関する検討に取

り組んでいく。また、地震時に道路構造物周辺で

生じる段差についての影響軽減技術を検討するた

め、必要な施設整備を進めていく。 

３．インフラの維持管理 

アセットマネジメントに関する国際標準である

ISO55000シリーズでは、図－１に示すように階層

的マネジメントサイクルを構築するとともに、そ

の実施状況を評価し、改善するための仕組みも求

めている１）。国総研ではマネジメントサイクル

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要）

 表－１　平成３０年度の災害 
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各研究部・センターからのメッセージ

強くて、 しなやかな、 道路へ 
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４．道路資産の効率的形成 

道路橋においては、 平成29年7月に許容応力度

設計体系から部分係数設計体系に設計技術基準が

改定され、新設設計においては、多様な条件に対

して「安全性を始め様々な性能を信頼性も考慮し

て合理的かつ細やかに実現させる設計が可能」な

条件が整備された。これを応用して、高強度材料

など新たな技術の活用による構造の合理化策、既

設構造物に対して効果的で合理的な補修補強方法

を検討する。

さらに図－２に示すように、道路構造物の最大

の目的である道路機能の観点から全ての道路構造

物の性能の調和が図られるよう、トンネル、土工

構造物、舗装などの設計技術基準について要求性

能の体系的整理を行うとともにより具体性のある

性能設計が可能な規定化方策について研究を進め

る。

　また、ICT技術の発展を考慮して、 道路構造物

の設計から維持管理までのプロセスにこれらを活

用した効率的なマネジメント手法を検討していく。

道路構造物研究部においては、これらの取り組

みを通じ、強くてしなやかな道路、強靱な国土形

成に寄与して参りたい。
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図－２ 道路の性能と道路構造物 
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１．はじめに

橋やトンネル、土工、舗装等の道路構造物は、道

路機能の提供を通じて、安全・安心で、より生産性

の高い社会を支えている。今後急速に高齢化する道

路構造物に対し、平成２６年度以降、定期点検を本

格化させてきたが、点検の結果、緊急または早期に

修繕が必要な構造物が、橋梁では11％、約４万２千

橋、トンネルでは44％、約２千本にも上っている。

道路構造物研究部では、これら道路構造物の適切

な維持管理や効率的な更新を支援するため、メンテ

ナンスのセカンドステージへとして、診断技術や補

修・補強技術等の開発に取り組んでいる（巻頭クロ

ーズアップ参照）。維持管理を支える中核技術者の

養成も不可欠であり、人材の受け入れ、研修支援、

ナレッジの共有等を通じて取り組んでいるところで

ある。昨年改訂した国総研の研究方針においても、

現場技術力の向上支援は根幹となる４つの活動の一

つに位置づけられており、本稿で紹介する。

２．人材の受け入れ

国総研は、行政経験を有している研究者が多いと

う特徴がある。研究面からは、国土交通省本省や地

方整備局、地方自治体等での行政経験を研究活動に

反映し、実践的な成果を生み出しているといえる。

一方、維持管理の現場からは、国総研との人事異動

を通じて、研究所の経験がある技術者が一定数現場

に存在しているといえる。

国総研の研究活動を、OJTを通じた人材養成の観点

から見てみる。国総研においては、実験や点検デー

タの分析等により研究を行うと共に、その成果に基

づき技術基準類の原案作成を行っている。また、写

真に示すような災害時の他、不具合発生時にも現地

調査や技術支援を行っている。これらの活動は、実

際の構造物の破壊や損傷を体験し肌で理解すると共

に、具体的な対応策の立案にも携わる貴重な機会で

ある。このような体験を通じて技術力を高め、現場

に戻った際には担当している業務の他、専門家とし

て他機関への技術支援も可能となるものである。

３．研修の支援

道路構造物の維持管理においては、法令に基づく

定期点検から補修・補強にわたる幅広い業務を行っ

ている。これを担当する者は、その業務に必要な知

識や技術を有していることが不可欠であるため、本

省や研修機関と連携し、研修体系を構築している。

写真 

（写真ﾃﾞｰ
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けは不要）

写真 災害時の現地調査 図－１ 橋梁の維持管理に関する研修
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図－１ メンテナンスサイクル 

を構成する各種技術について研究開発をすすめる

とともに、点検結果の分析や不具合情報の収集を

通じて、必要な施策提案を担っている。

トンネルや橋梁等の道路構造物は平成２６年度

から法に基づく５年毎の近接目視点検が行われて

いる。国総研では平成３１年度からの２巡目に向

け、定期点検結果の分析や重篤損傷事例・事故事

例に基づき、点検要領の改正案を提案している。

そこでは、構造に応じて着目すべき箇所を特定し

打音・触診を省略する一方、特徴的な変状に対す

る点検時の着目箇所や留意事項を充実させている。

また、各分野で開発が進められている点検支援技

術活用のためのガイドラインや性能カタログ等、

環境整備も行っている。引き続き点検結果も活用

しつつ、点検の信頼性向上や効率化のための研究

を行っていく。

点検の進捗により、補修・補強が必要な構造物

も顕在化している。合理的な措置のため、道路橋

の補修・補強設計への部分係数設計法の導入や、

舗装の早期劣化区間解消のための調査・設計法に

引き続き取り組んでいく。

また、全国的に浸透しつつあるアセットマネジ

メントの取り組みがより合理的で実行のあるもの

となるよう、道路構造物管理に共通するマネジメ

ント手法の検討を進めていく。
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